
 

 

 

４．円滑な施工確保に係わるアンケート調査 

     （１） 設計変更、工事一時中止ガイドラインの策定状況 

（２） 設計変更協議 

（３） 工期 

（４） 三者会議、ワンデーレスポンス、設計変更審査会 

（５） 受発注者の工程管理情報の共有（日建連提案） 

（６） スライド協議 

（７） 公共工事の円滑な施工の確保対策 

 

 
４．円滑な施工確保に関わるアンケート調査等 

     （１） 設計変更、工事一時中止ガイドラインの策定状況 

（２） 設計変更協議 

（３） 工期 

（４） 三者会議、ワンデーレスポンス、設計変更審査会 

（５） 受発注者の工程管理情報の共有（日建連提案） 

（６） スライド協議 

（７） 公共工事の円滑な施工の確保対策 

（８）  復旧・復興事業の施工確保対策（東北地方整備局） 
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平成 26 年３月調査（ホームページ等で公表されているもの、担当部局への電話ヒアリング）に基づき、日建連事務局が作成。 

 （１） 設計変更、工事一時中止ガイドラインの策定状況 
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１． 設計変更の根拠の上位にあげられている理由 

１）「施工条件と実際の工事現場が一致しない場合（30.0％）」         

２）「発注者の指示によるもの（26.1％）」 

３）「施工条件に予期することができない特別な状態が生じた場合（16.9％）」 

４）「設計図書に誤謬または脱漏がある場合（10.9％）」 

 

２． 設計変更協議の結果 

１）「一部認められた」を含めると概ね８割を超えている 

２）2 割程度は認められておらず、金額協議等も含めて不満が残る結果 

 

３． 設計変更が認められなかった理由 

１）国等においては、「前例がない」、「他工区との絡みで変更ができない」 

２）地方自治体では「議会承認がおりない」、「会計検査に説明しづらい」 

※ 受注者にとって納得しがたい理由が多くあげられている 

 

４． 設計変更の書類を取りまとめ役割分担 

１）発注者からの指示も含めると「受注者が取りまとめた」が 9 割超え 

※ 発注者との役割分担が適正とはいえない結果となっている 

 

５． 工期への影響 

１）概ね３割の現場において「工期に影響を及ぼした」とする回答 

※ 工事目的物に係わる設計変更が約 3 割となっていることなど、設計 

変更に手間がかかるものが多くなっていることも一因と考えられる。 

 

６． 工事一時中止指示の適切な運用 

１）第 20 条に係わるものは多くないが（4.7％）、工期の遅れが 3 ヶ月を 

超えるものが全体の約半数存在 

２）工事の一時中止が適用されなかったものがほとんどであり、適用された 

場合においても約 9 割の受注者が「発注者の費用負担が不十分」と回答 
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（２） 設計変更協議  ① 設計変更協議の実態と課題（平成 21 年度調査結果） 
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１．設計のやり直し発生状況とその理由 

１）「設計のやり直しが発生した」割合は約 56％ 

２）設計のやり直しが発生した理由は、「当初設計の不備（約 33％）」、次いで「諸条件が決まっていない段階での設計（約 17％）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 設計変更書類作成の役割分担                                  ＜参考：平成２３年度アンケート：変更書類の内容＞ 

１）設計のやり直しは、「受注者が実施（約 65％）」となっており、費用支払い 

についても、「＜不十分＞+＜支払われなかった＞（約 72％）」と不満が強い。 

２）工期を守り、工事を円滑に進めるためには、受注者としての協力は必須と認識 

しているが、役割分担の適正化とともに積算基準に基づく適正な費用の支払い 

が必要である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

国土交通省

道路関係会社

機構・事業団

地方自治体

56% [171件]

53% [63件]

59% [17件]

72% [41件]

49% [50件]

42% [128件]

45% [54件]

41% [12件]

26% [15件]

46% [47件]

3% [8件]

2% [2件]

2% [1件]

5% [5件]

発生した 発生しなかった 不明

[307件]

[119件]

[29件]

[57件]

[102件]

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

国土交通省

道路関係会社

機構・事業団

地方公共団体

33%

31%

29%

42%

31%

10%

11%

11%

8%

12%

14%

13%

9%

10%

22%

17%

17%

20%

17%

14%

17%

16%

20%

22%

13%

8%

13%

11%

1%

8%

当初設計に不備があったため 他工区との調整・取合いで工事変更が生じたため

支障物・遺跡等が発生したことにより工事変更が生じたため 受注後に詳細設計が行われたため

諸条件が決まっていない段階での設計であったため その他

[278件]
（複数回答）

[94件]

[35件]

[72件]

[77件]

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

国土交通省

道路関係会社

機構・事業団

地方自治体

35%[59件]

35%[22件]

24%[4件]

39%[16件]

34%[17件]

65%[112件]

65%[41件]

76%[13件]

61%[25件]

66%[33件]

発注者実施 受注者実施

[171件]

[63件]

[17件]

[41件]

[50件]

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

国土交通省

道路関係会社

機構・事業団

地方公共団体

5%[6件]

10%[4件]

8%[1件]

3% [1件]

22%[25件]

24%[10件]

54%[7件]

12%[3件]

15%[5件]

22%[25件]

20%[8件]

23%[3件]

36%[9件]

15%[5件]

50%[56件]

46%[19件]

15%[2件]

52%[13件]

67%[22件]

十分支払われた ほぼ十分支払われた 不十分であった 支払われなかった

[112件]

[41件]

[13件]

[25件]

[33件]

0% 50% 100%

全 体

国土交通省

道路関係会社

機構・事業団

地方公共団体

11.8%

9.6%

22.4%

14.0%

9.6%

36.4%

38.2%

35.7%

38.8%

34.3%

37.8%

39.8%

36.7%

37.2%

36.9%

12.0%

9.6%

4.1%

7.0%

18.0%

1.9%

2.8%

1.0%

3.1%

1.2%

設計のやり直しに関わる書類 図面の修正 変更数量計算 設計変更審査会等に

提出するための

変更根拠書類

その他

[822件]
(複数回答)

[251件]

[98件]

[129件]

[344件]

㋐設計変更書類については、手間がかかる作業が多

い＜図面の修正＞や＜変更数量計算＞が全体の約

74％、外注等の費用を要する＜設計のやり直し＞が

約 12％(97 件)を占めている。 

 図 1  設計のやり直し発生の有無  図 2  設計のやり直し発生理由 

 図 3  設計やり直し実施者  図 4  設計やり直しに伴う費用の支払い 

 対象工事数：307 件  

 有効回答数：278（複数回答）、対象工事数：171 件  

 対象工事数：171 件   対象工事数：112 件  

 （２） 設計変更協議  ② 設計の不具合に伴う設計変更書類作成の役割分担の実態 

（平成 24 年度調査結果） 
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  １．設計変更契約の実施時期等 

１）「＜年度末＞+＜工期末＞に実施（約 66％：29 件）」 

２）「＜支払いに併せて＞+＜出来るものはその都度＞実施（約 30％：13 件）」 

 

 

 

 

 

 

  ２．設計変更実施時期の決定者と受注者の希望する実施時期 

１）「＜年度末＞+＜工期末＞（29 件）」において、設計変更の実施段階の決定は、 

＜発注者＞が約 79％（23 件）となっており、受注者の意向は十分に反映されていない 

２）受注者の意向としては＜出来るものはその都度実施＞が約 45％（13 件）ともっとも多い 

 

 

 

 

 

   ３．設計変更における既済部分検査および出来高部分払いに与える影響 

１）設計変更がネックとなって、既済部分検査や出来高部分払に支障をきたすというケースが 

多い。 

２）現状のままでは、設計変更が多い工事は出来高部分払の工事に適していないという声が多 

く、このような工事においては、設計変更の迅速化とともに設計変更と切り離した暫定的 

な部分払の実施等の柔軟な取り扱いを検討、試行する必要がある。 
 

 

 

 

 

25%
5%

30%

36%

その他 5%

［11件］

［2件］

［13件］

［16件］

［2件］

支払に併せて実施 出来るものは
その都度実施

年度末にまとめて実施

工期末にまとめて実施

対象工事数：４４

受注者 7%

発注者 79%

その他 14%

対象工事数：２９

［2件］

［23件］

［4件］

17%

45%

14%

その他 24%

対象工事数：２９

［5件］

［13件］

［4件］

［7件］

出来るものはその都度実施

支払に併せて実施

現状のままで良い

 図１  設計変更の実施時期 

 図２  設計変更の実施段階の決定者 

 図 3  設計変更の実施段階についての希望 

（２） 設計変更協議  ③ 設計変更契約の実施時期の実態（平成 24 年度調査結果） 
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１．設計変更に伴う適正な措置に関する評価 

「設計変更に伴う適正な措置（協議簿により設計変更内容を指示したも 

のについて、概算金額等を明示し、受注者と協議を行うことにより合意 

形成を図るもの；中部地方整備局 平成 20 年 11 月）」については、設 

計変更が工期途中で具体のものとなることから、受注者が施工管理を効 

果的・効率的に行う上で有用であるとの評価が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）提示予定も含めると対象工事は 25 工事に拡大しており、その内約 

56％が国交省の中部地方整備局を含めた 2 整備局等で実施されて 

いるが、地方公共団体等他の発注者へも適用が拡大している。 

２）概算金額として１億円を超える変更金額の提示や、これまで不確定要 

素が多いことから提示が少なかった延長必要日数についても提示され 

る例が増えてきている。 

 

 

 

 

 

 
（２） 設計変更協議  ④ 設計変更に伴う適正措置（平成 23 年度調査結果） 

★参考★ 近畿地方整備局の取組み（平成 25 年 10 月～） 

受発注者パートナーシップ向上に向けた取り組み 

～工事打合簿の指示で概算金額等を明示（試行）～ 

 

●近畿地方整備局では建設生産システム効率化に向けた取り組みを進めて

きたところです。建設業団体との意見交換等を踏概要まえ、受発注者パー

トナーシップ向上の取り組みの一環として、１０月より「工事打合簿（指

示・協議）への概算金額等の記載」を試行します。受発注者の双務性の向

上のため、金額変更が伴う設計変更は、工事打合簿に概算金額及び必要日

数を明示し、受注者と協議を試行します。 
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（３） 工期  ① 工期延長の実態 フロー図（平成 24 年度調査結果） 
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  １．工期延長の実態と延長日数                   ２．工期延長の理由（無償延長 or 工期・請負代金額変更を伴う延長） 

１）工期が延長された工事は、全体の約 57％               １）「工期若しくは請負代金額の変更を伴う工期延長（約 75％）」 

２）工期が延長された工事のうち、3 か月を超えて延長           ２）「請負代金額の変更を伴わない工期の変更（約 13％）」 

された工事が約 68％                        ３）「上記１」及び２）の両方の理由（約 13％） 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  ３．工期延長の原因                                   ４．工期延長が利益確保に与える影響 

１）「施工環境関連（約 43％）」                                  １）「＜非常に大きい＞と＜やや大きい＞」を合わ 

  【＜地元等と協議未了＞＋＜関連工事との協議未了＞＋＜用地買収の未了等＞】                         せると約 84％に達する 

２）「設計図書関連（約 40％）」  

【＜設計図書と実際の施工条件の相違＞＋＜発注者による設計図書の変更＞+＜設計図書の不具合＞】 
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9%

12%
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11%

11%

10%
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14%

10%

28%

23%

28%

28%

34%

28%

28%

28%

32%

25%

9%

12%

7%

4%

9%

3%

3%

9%

2%

1～30日 31～60日 61～90日 91～180日
181日～1年 1年～2年 2年以上

[307件]

[119件]

[29件]

[57件]

[102件]

約68％が3ヶ月超

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

国土交通省

道路関係会社

機構・事業団

地方自治体

75%

76%

83%

82%

67%

13%

14%

14%

11%

12%

13%

10%

3%

7%

22%

請負代金額等変更の場合 両方の場合 無償延長の場合

[307件]

[119件]

[29件]

[57件]

[102件]

非常に大きい, 
56%

やや大きい, 
28%

普通, 8%

やや小さい, 
2%

非常に小さい, 
2% 不明, 4%

 図 1 工期延長の有無  図 3 工期の延長日数 

 図 5 工期延長が適正利益の確保に与える影響 

 図 2 工期の延長日数 

 図 4  工期延長の原因（請負代金額等変更の場合） 

（３） 工期  ② 工期延長の原因・延長日数、適正利益確保への影響（平成 24 年度調査結果） 
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１．工事一時中止指示の有無 

１）工期が延長された工事（工期若しくは請負代金額の変更が必要となった場合）において、＜工事一時中止の指示が出された＞工事は約 47％ 

２．工事一時中止指示の分類（一部 or 全部）と請負代金額の変更有無 

１）一時中止の内訳は、＜全部中止＞が約 23％、＜一部中止＞が約 70％、＜全部中止＋一部中止＞が約 7％と一部中止が大半 

２）一部中止の工事で、金額の変更が＜あった＞工事は約 44％に過ぎず、支払われた金額は 1000 万円以下が約 46％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．工事一時中止指示に伴う増加費用支払いの実態 

１）工事一時中止に伴う増加費用の支払いについては（＜不十分だった＞＋＜支払われなかった＞）が約 59％であり、受注者として不満が強い 

２）支払いが十分でなかったと考えている費目は＜社員等従業員手当＞が約 45％ 

３）工事一時中止の的確な指示や増加費用の積算のあり方について更なる検討が必要 
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全部中止 一部中止 全部+一部 不明

[145件]

[63件]

[14件]

[17件]

[51件]

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

国土交通省

道路関係会社

機構・事業団

地方自治体

47% [145件]

53% [63件]

48% [14件]

30% [17件]

50% [51件]

52% [160件]

47% [56件]

52% [15件]

68% [39件]

49% [50件]

1% [2件]

2% [1件]

2% [1件]

あった なかった 不明

[307件]

[119件]

[29件]

[57件]

[102件]

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

国土交通省

道路関係会社

機構・事業団

地方自治体

44% [44件]

40% [20件]

33% [3件]

53% [8件]

48% [13件]

55% [56件]

58% [29件]

67% [6件]

47% [7件]

52% [14件]

1% [1件]

2% [1件]

請負代金額変更あり 請負代金額変更なし 不明

[101件]

[50件]

[9件]

[15件]

[27件]

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

国土交通省

道路関係会社

機構・事業団

地方自治体

5%[2件]

15% [2件]

27% [12件]

35% [7件]

13%[1件]

31% [4件]

11%[5件]

20% [4件]

13%[1件]

20% [9件]

20% [4件]

50% [4件]

8%[1件]

11%[5件]

10%[2件]

33% [1件]

15% [2件]

18%[8件]

15% [3件]

67% [2件]

13%[1件]

15% [2件]

7%[3件]

13%[1件]

15% [2件]

51万-100万 101万-500万 501万-1000万 1001万-5000万

5001万-1億 1億以上 不明

[44件]

[20件]

[3件]

[8件]

[13件]

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

国土交通省

道路関係会社

機構・事業団

地方自治体

5% [2件]

5% [1件]

13% [1件]

36% [16件]

45% [9件]

67% [2件]

13%[1件]

31% [4件]

52% [23件]

40% [8件]

33% [1件]

63% [5件]

69% [9件]

7% [3件]

10% [2件]

13%[1件]

費用の支払は、十分だった 費用の支払は、ほぼ十分だった

費用の支払は、あまり十分でなかった 費用は支払われず納得できない

[44件]

[20件]

[3件]

[8件]

[13件]

全体

国土交通省

道路関係会社

機構・事業団

地方公共団体

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2%

5%

2%

5%

9%
[4件]

10%
[2件]

15% [2件]

2%

5%

5%

5%

33% [1件]

2%

5%

45% [20件]

25% [5件]

67% [2件]

75% [6件]

54% [7件]

7%
[3件]

15% [3件]

25% [11件]

25% [5件]

25% [2件]

31% [4件]

材料費 水道光熱電力等料金 機械経費
準備費 仮設費 事業損失防止施策費
社員等従業員給料手当 その他 不明

[44件]

[20件]

[3件]

[8件]

[13件]

 図 1  工事一時中止指示の有無  図 2  工事一時中止指示の分類  図 3  請負代金額変更の有無(一部中止) 

 図 4  請負代金額変更額(一部中止) 
 図 5  請負代金額変更の妥当性(一部中止) 

 図 6  支払い無し・不十分な費目(一部中止) 

（３） 工期  ③ 工事一時中止に伴う、工期および請負代金額変更の実態（平成 24 年度調査結果） 
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１．三者会議の実施状況および特記仕様書への記載状況等（平成 23～25 年度調査結果） 

１）三者会議が＜開催された＋開催予定＞割合は、国交省が約６０％と最も高いが、近年は横ばいの傾向である。 

２）道路関係会社（約 56％）や機構・事業団（約 53％）、地方公共団体（約 40％）においては、着実に普及拡大が進んでいる。 

  ３）発注者への三者会議実施要請については、国交省工事が 49.8％と最も多い結果であるが、要請実施率は約半数程度と全体的に低い傾向にある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．設計図書照査前の三者会議の開催について（平成 25 年度調査） 

１）工事期間中に三者会議が＜開催された＞割合は約 41％であり、その内、＜設計図書の照査結果報告の前に開催された＞割合は、約 54％に止まる 

２）照査結果報告の前に三者会議が開催されたことについて、約 88％が＜メリットがある＞と回答している。受注者として、三者会議を設計図書の照 

査結果報告の前に開催することは、工期を守る上で効果的な対策と認識している表れであり、照査報告前の開催の拡大が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.8%
47.2%

52.3%
58.6%

60.6% 60.0%

37.0%

50.0%

55.6%

40.6% 42.0%

52.8%

34.0%

29.2%

40.0%

34.8%

44.6%
50.1%

69.4% 71.8% 71.9%

17.8%
27.4%

50.0%

17.2%
20.0%

28.2%

15.3% 18.2%
24.1%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

23年度 24年度 25年度

特
記
仕
様
書
へ
の
記
載
（
％
）

三
者
会
議
開
催
・
開
催
予
定
（
％
）

全 体 国土交通省 道路関係会社 機構・事業団

地方自治体 全 体（特記） 国土交通省 （特記） 道路関係会社（特記）

機構・事業団（特記） 地方自治体（特記）

 0% 20% 40% 60% 80% 100%

国土交通省

（215件）

道路関係会社

（26件）

機構・事業団

（36件）

地方自治体

（142件）

全体

（419件）

49.8%

38.5%

36.1%

26.1%

39.9%

50.2%

61.5%

63.9%

73.9%

60.1%

要請した 要請しなかった

 図１ 三者会議の開催状況と特記仕様書への記載（H23-H25 調査結果） 

 

 図２ 施工者からの三者会議開催要請の実態（H25 調査結果） 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

国土交通省

道路関係会社

機構・事業団

地方自治体

54% [67件]

45% [28件]

80% [4件]

57% [12件]

62% [23件]

45% [56件]

53% [33件]

20% [1件]

38% [8件]

38% [14件]

2% [2件]

2% [1件]

5% [1件]

開催した 開催しなかった 不明

[125件]

[62件]

[5件]

[21件]

[37件]

 0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

国土交通省

道路関係会社

機構・事業団

地方自治体

88% [59件]

82% [23件]

75% [3件]

100% [12件]

91% [21件]

12% [8件]

18% [5件]

25% [1件]

9% [2件]

メリットあり メリットなし 不明

[67件]

[28件]

[4件]

[12件]

[23件]

 0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

国土交通省

道路関係会社

機構・事業団

地方自治体

26% 

23% 

24%

32%

29%

11% 

8% 

12%

9%

14%

10

13% 

6%

3%

10%

24% 

23%

24% 

26%

24%

9% 

11% 

18%

12%

3%

15% 

16% 

12%

12%

16%

5% 

6% 

6%

6%

4%

1_三者間の意思疎通が図れた 2_設計図書照査の省力化が図れた
3_ｽﾑｰｽﾞな設計変更が可能となった 4_懸念事項を早期に抽出できた
5_早期に設計図書の訂正・修正が行われた 6_早期に対応方針が決まった
7スムーズに工事着ができた

[208件]
(複数回答)

[87件]

[17件]

[34件]

[70件]

 図３ 三者会議の開催有無（照査結果報告前）  図４ 三者会議開催メリット（照査結果報告前開催）  図５ 三者会議開催メリット（照査結果報告前開催） 

対象工事数：125 件 対象工事数：67 件 
対象工事数：67 件 

（４） 三者会議、ワンデーレスポンス、設計変更審査会 

① 三者会議開催の実態と設計図書照査前開催の評価（平成 23～25 年度調査結果） 
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１．ワンデーレスポンスの実施状況および特記仕様書への記載状況等（平成 23～25 年度調査結果） 

１）ワンデーレスポンスが（＜実施された＞＋＜実施予定＞）割合は、国交省では約 51％、次いで道路関係会社（約 40％）、機構・事業団（約 22％）、 

地方公共団体（約 20％）となっている 

２）道路関係会社では着実に普及拡大が進んでいるが、その他機関においては横ばいの傾向にあり、更なる普及拡大が必要 

   ３）ワンデーレスポンスの受注者側から発注者への要請は、各機関ともに約 15％～25％程度と低い状況 
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全 体 国土交通省 道路関係会社 機構・事業団

地方自治体 全 体（特記） 国土交通省 （特記） 道路関係会社（特記）

機構・事業団（特記） 地方自治体（特記）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国土交通省

（204件）

道路関係会社

（22件）

機構・事業団

（36件）

地方自治体

（137件）

全体

（399件）

23.0%

18.2%

25.0%

14.6%

20.1%

77.0%

81.8%

75.0%

85.4%

79.9%

要請した 要請しなかった

 図１ ワンデーレスポンスの実施状況（H23-H25 調査結果） 

 

 図２ 施工者からのﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施要請の実態（H25 調査結果） 

 

（４） 三者会議、ワンデーレスポンス、設計変更審査会 
② ワンデーレスポンス実施の実態（平成 23～25 年度調査結果） 
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 １．設計変更審査会の設置状況等について（H24～H25 年度 調査結果） 

１）国交省工事（河川・道路・海岸）では<設置している>と<設置予定>の合計は約４8％(７９/165 件)となっており、昨年度調査結果（約 75％）に比べ大幅 

に開催現場数が減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２．設計変更審査会の受注者からの開催要請と審査会の評価（H25 年度調査結果） 

  １）受注者からの設計変更審査会の開催要請の実態は、＜要請しなかった＞が約 84％（195/264 件）となっており、かなり低い要請率となっている 

２）審査会の協議結果をみると、＜納得できた＞が８８％（昨年 65％）、＜協議の在り方には納得できるが、採否結果に納得ができない＞が９％（昨年 

30％）となっており、受注者の評価は大幅に向上している 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置している

60.7%
設置予定

16.8%

設置していない

19.6%

その他 2.8%

有効回

[65件][18件]

[21件]

[3件]

設置している

32%,

【85件】

設置予定

19%

【49件】

設置していない

46%

【121件】

その他

3%

【9件】

 0% 20% 40% 60% 80% 100%
北海道開発局

（15件）

東北地方整備局

（37件）

関東地方整備局

（41件）

北陸地方整備局

（12件）

中部地方整備局

（27件）

近畿地方整備局

（64件）

中国地方整備局

（18件）

四国地方整備局

（12件）

九州地方整備局

（22件）

内閣府

（16件）

全体

（264件）

5件（33%）

９件（24%）

25件（61%）

4件（33%）

3件（11%）

17件（27%）

6件（33%）

2件（17%）

7件（32%）

7件（44%）

85件（32%）

3件（20%）

7件（19%）

6件（15%）

1件

（8%）

2件

（7%）

15件（23%）

3件（17%）

2件（17%）

5件（23%）

5件（31%）

49件（19%）

7件（47%）

18件（49%）

9件（22%）

7件（58%）

20件（74%）

31件（48%）

8件（44%）

7件（58%）

10件（45%）

4件（25%）

121件（46%）

3件（8%）

1件

（2%）

2件

（7%）

1件

（2%）

1件

（6%）

1件

（8%）

9件

（3%）

設置している 設置予定 設置していない 未回答

 

有効回答数 2

審査会の協議のあり方、
採否の結果ともに

納得できる
65 .0％
[13件]

審査会の協議の
あり方は納得できるが、

採否の結果に
納得できない。

30 .0％

[6件]

その他
5 .0％

[1件]

審査会の協議の在り

方、採否の結果とも

に納得できる

88%

[31件]

審査会の協議の在り

方は納得できるが、

採否の結果に納得で

きない

9%

[3件]

審査会の協議の在り

方、採否の結果とも

に納得できない

3%

[1件]

要請した,

38件, 16%

要請しなかった, 

195件, 84%

未回答

31件, 12%

 対象工事数：264 件  

 対象工事数：264 件  

 対象工事数：107 件  

 対象工事数：35 件  

 図２ 設計変更審査会の設置状況 

（平成 25 年度調査結果） 

 

 図１ 設計変更審査会の設置状況 

（平成 2４年度調査結果） 

 
 図３ 設計変更審査会の設置状況 

（整備局別：平成 25 年度調査結果） 

 

 対象工事数：264 件  

 図６ 設計変更審査会の協議結果 

  （平成 25 年度調査結果） 

 

 図５ 設計変更審査会の協議結果 

  （平成 2４年度調査結果） 

 

 図４ 設計変更審査会開催要請 

（平成 25 年度調査結果） 

 

 対象工事数：20 件  

（４） 三者会議、ワンデーレスポンス、設計変更審査会 
③ 設計変更審査会実施の実態と評価、今後の課題（平成 24～25 年度調査結果） 
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 １．受発注者間における工程管理情報共有の必要性 

１）施工管理を適正に行うことは受注者の責務であることはいう 

までもないが、殆どの受注者が、発注者との＜クリティカル 

な工程管理情報＞や、＜関係機関との協議＞・＜関係工事と 

の調整＞等の情報共有が、施工を円滑に進める上で重要と認 

識している。 

 

 

２）工期を守るために有効な対策の一つとして、情報共有システム等を活用しながら、参考資料に示すような簡易な「工事スケジュール管理表」と「ク 

リティカルパスが把握できる工程表」による工程管理情報を、受発注者で共有することを提案（平成 25・26 年度意見交換会において提案要望） 

 

  参考① 工事管理スケジュール表                      参考② クリティカルパスが把握できる工程表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要

98.7%[303件]

必要でない

0.7%[2件]
不明

0.7%[2件]

0% 20% 40% 60% 80% 100%

工事の進捗状況の確認

（クリティカルパスの確認等）

設計照査での課題

着手、検査、完了時の条件

地元対応

（地元説明会の時期等）

関係機関との協議

関係工事との調整

労務・資材・機械管理

に関する事項

94% [290件]

92% [281件]

93% [285件]

91% [279件]

95% [292件]

95% [292件]

44% [135件]

6% [17件]

8% [26件]

7% [22件]

9% [28件]

5% [15件]

5% [15件]

56% [172件]

共有すべき 共有しなくてもよい

[307件]

[307件]

[307件]

[307件]

[307件]

[307件]

[307件]

 図 1  受発注者間におけるクリティカルパス 

を認識した工程管理の必要性 
 図 2  受発注者間で共有すべき事項 

（５） 受発注者の工程管理情報の共有 

 
  

現場管理に必要な情報や受発注者それぞれの役割分担・期限等 

を確認できる「工事スケジュール管理表」 
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１．スライド協議の実施状況等について（H25 年度 調査結果） 

１）スライドの協議については、１４１工事中１０９工事と８割近い現場で何らか（全体・単品・インフレ）のスライド協議を行っている（もしくは予定）。 

  全体スライドは 28 工事で協議（予定含む）されており、農水省での適用が多く、インフレスライドについては７５工事で対応しており、国交省及び地 

方公共団体での適用事例が多い傾向。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2）単品スライドは 2２工事で協議（予定含む）されており、対象品目は    3）提出資料では、施工済み数量確認のための数量計算書等の作成に労力が 

H25.4 より適用拡大された生コンが１８例と最も多く、またコンクリー     かかっており、また該当資機材の納品書・請求書などは不要との意見が 

ト二次製品も６例ある。なお、従来からある鋼材及び油脂・燃料は併せ          多かった。 

て１０件であった。 
 
 
 
 

 

 

 

図 1 スライド協議の実施状況 （141 工事・168 回答） 図 2 スライド協議の実施状況（141 工事・168 回答：発注機関別） 

図 3 単品スライド対象品目 

  （22 工事・44 回答） 
図 4 インフレスライド協議における 

施工者作成不要資料（17 工事・33 回答） 

図 5 インフレスライド協議における 

労力を要した資料（34 工事・53 回答） 

（６） スライド協議（東日本大震災被災地における復旧・復興工事） 

 
  

38



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（７） 公共工事の円滑な施工の確保対策 

 
  

出典：国土交通省 
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（8） 復旧・復興事業の施工確保対策（東北地方整備局） 

 
  

出典：国土交通省 

   東北地方整備局
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